
令和４年度狭山市一般会計予算案

地方消費税交付金（社会保障財源化分）の使途内訳

（歳入）地方消費税交付金（社会保障財源化分） １７億円

（歳出） ２０６億８千１９０万１千円

国(県)
支出金

地方債 その他

地方消費税
交付金(社会
保障財源化

分)

その他 事業名
人件費,事務費等
を除いた事業費

地方消費税
交付金(社会
保障財源化

分)

その他

社会福祉総務費 266,380 129,112 1,016 136,252

高齢者福祉費 456,601 152,091 69,589 234,921

障害者福祉費 3,723,855 2,459,484 23,100 364,844 876,427 障害者自立支援・障害児通所等給付事業費 2,887,749 2,157,713 364,844 365,192

児童福祉総務費 3,070,749 1,856,837 35,400 15,820 1,162,692

児童保育費 3,811,507 2,614,527 144,113 424,510 628,357
子ども・子育て新制度関連事業費
（子どものための教育・保育給付事業費、地
域子ども・子育て支援事業費）

3,350,695 2,501,268 424,510 424,917

総合子育て支援ｾﾝﾀｰ費 38,152 22,750 15,402

保育所費 379,364 6,949 22,823 349,592

青い実学園費 10,307 211 10,096

学童保育室費 317,960 122,979 96,010 98,971

生活保護総務費 9,361 1,383 7,978

扶助費 2,044,708 1,598,484 0 446,224

小　計 14,128,944 8,964,596 35,400 372,682 789,354 3,966,912 小　計 6,238,444 4,658,981 789,354 790,109

国民年金費 81 81 0

国民健康保険事業費 1,000,000 402,473 597,527

介護保険事業費 1,811,306 95,621 2,357 1,713,328

小　計 2,811,387 498,175 0 2,357 0 2,310,855 小　計 0 0 0 0

後期高齢者医療事業費 2,218,171 274,787 121,221 910,646 911,517 後期高齢者医療事業費 2,218,171 396,008 910,646 911,517

保健衛生総務費 315,919 15,896 12,317 287,706

保健センター費 29,545 0 29,545

母子健康費 101,597 10,812 2,020 88,765

予防費 1,076,338 445,315 61,973 569,050

小　計 3,741,570 746,810 0 197,531 910,646 1,886,583 小　計 2,218,171 396,008 910,646 911,517

20,681,901 10,209,581 35,400 572,570 1,700,000 8,164,350 充当先事業費　総計 8,456,615 5,054,989 1,700,000 1,701,626

　その他社会保障施策・・・社会福祉（生活保護、児童福祉、母子福祉、高齢者福祉、障害者福祉）、社会保険（国民健康保険、介護保険、年金）、保健衛生（医療、疾病の予防対策、健康増進対策）

社会福祉

　消費税率引き上げに伴う地方消費税交付金の増額分については、社会保障４経費及びその他社会保障施策(※)に要する経費(人件
費、事務費を除く）として活用することとされています。
　本市では一般会計の社会保障関連事業費の中で占める割合が大きい４事業の財源としています。

社会保障４経費その他社会保障施策に要する総事業費
（人件費、事務費を除く）

（単位：千円）

区分 款項目
人件費,事務費等
を除いた事業費

財　　源　　内　　訳 　　うち地方消費税交付金（社会保障財源化分）　　充当先 財　　源　　内　　訳

特　定　財　源 一　般　財　源

特定財源

一 般 財 源

社会保険

保健衛生

総　　計

※財源内訳は「人件費、事務費を除いた事業費」の内訳となります

※社会保障経費対象外となる経費は除外しています（公共建築物解体事業費等）

※社会保障４経費・・・年金、医療、介護、子育て


